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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　温度依存の粘性を持つ材料（９，９’）の処理及び／又は輸送のための建設機械（１，
１’）であって、路面仕上げ機（１）又はフィーダ（１’）である建設機械（１，１’）
は、
　材料庫（３，３’）、オペレータの運転台（４，４’）、一次ドライブ（５，５’）だ
けでなく推進要素（７，７’）と下部走行体（６，６’）が設けられた機械フレーム（２
，２’）と、
　材料を輸送するように構成された少なくとも１つのコンベヤシステム（１０，１０’）
であって、前記コンベヤシステム（１０，１０’）は、少なくとも１つのスクリューコン
ベヤ（１１，１１’）を含んで構成され、少なくとも１つのスクリューコンベヤ（１１，
１１’）は少なくとも１つの軸受構造（１２，１２’）によって支持され、
　前記軸受構造（１２，１２’）が少なくとも１つの発熱体（１４，１４’，１４”）に
よって加熱可能である、ことを特徴とする建設機械。
【請求項２】
　前記発熱体（１４，１４’，１４”）が、前記軸受構造（１２，１２’）に組み込まれ
ている、ことを特徴とする請求項１に記載の建設機械。
【請求項３】
　前記発熱体（１４，１４’，１４”）が、前記軸受構造（１２，１２’）の内部に存在
する中空空間（１８，１８’）の中に配置される、ことを特徴とする請求項１または２に
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記載の建設機械。
【請求項４】
　前記発熱体（１４，１４’，１４”）が、前記軸受構造（１２，１２’）の外側に設け
られている、ことを特徴とする請求項１または２に記載の建設機械。
【請求項５】
　保護部材（１６，１６’）が、前記軸受構造（１２，１２’）に固定された前記発熱体
（１４，１４’，１４”）を保護するために設けられている、ことを特徴とする請求項１
、２または４に記載の建設機械。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの軸受構造（１２，１２’）が、スクリューコンベヤ（１１，１１
’）の中央軸受台（１２ｂ）及び／又は外側軸受台（１２ａ）である、ことを特徴とする
請求項１乃至５いずれか１項に記載の建設機械。
【請求項７】
　少なくとも１つの発熱体（１４，１４’１４”）を各々持っているいくつかの軸受構造
（１２，１２’）が設けられ、少なくとも１つの発熱体（１４，１４’１４”）は、当該
少なくとも１つの発熱体（１４，１４’１４”）が設けられた軸受構造（１２，１２’）
の内側及び／又は外側に配置される、ことを特徴とする請求項１乃至６いずれか１項に記
載の建設機械。
【請求項８】
　全ての発熱体（１４，１４’，１４”）はそれぞれの軸受構造（１２，１２’）の内側
に配置、あるいは全ての発熱体（１４，１４’，１４”）はそれぞれの軸受構造（１２，
１２’）の外側に配置されている、ことを特徴とする請求項７に記載の建設機械。
【請求項９】
　前記発熱体（１４，１４’，１４”）の加熱能力を可変調整可能である、ことを特徴と
する請求項１乃至８いずれか１項に記載の建設機械。
【請求項１０】
　前記発熱体（１４，１４’，１４”）の加熱能力が、自動的に制御可能である、ことを
特徴とする請求項１乃至９いずれか１項に記載の建設機械。
【請求項１１】
　前記発熱体（１４，１４’，１４”）は、建設機械（１，１）の他の集合体（５，５’
，６，６’，１０，１０’，１７，１７’）から独立して操作することができる、ことを
特徴とする請求項１乃至１０いずれか１項に記載の建設機械。
【請求項１２】
　前記発熱体（１４，１４’，１４”）は、電気エネルギーを使用して操作することがで
きる、ことを特徴とする請求項１乃至１１いずれか１項に記載の建設機械。
【請求項１３】
　前記発熱体（１４，１４’，１４”）が、抵抗発熱素子（１４，１４’，１４”）、誘
導発熱素子（１４，１４’，１４”）、あるいは赤外線放射器を含んで構成される、こと
を特徴とする請求項１２に記載の建設機械。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの発熱体（１４，１４’，１４”）は、燃料の燃焼によって操作す
ることができる、ことを特徴とする請求項１乃至１１いずれか１項に記載の建設機械。
【請求項１５】
　前記発熱体（１４，１４’，１４”）が、ホットエア送風機（１４”）を含んで構成さ
れる、ことを特徴とする請求項１乃至１１いずれか１項に記載の建設機械。
【請求項１６】
　前記保護部材（１６，１６’）は、前記軸受構造（１２，１２’）に取り外し可能に固
定されている、ことを特徴とする請求項５に記載の建設機械。
【請求項１７】
　前記加熱能力は、予め定義された所望の温度値に基づいて制御される、ことを特徴とす
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る請求項１０に記載の建設機械。
【請求項１８】
　前記燃料は一次ドライブ（５，５’）を作動させるための燃料、あるいは少なくとも１
つの発熱体（１４，１４’，１４”）を作動させるために提供される他の燃料である、こ
とを特徴とする請求項１４に記載の建設機械。
【請求項１９】
　前記ホットエア送風機（１４”）が、前記一次ドライブ（５，５’）の冷却システム（
１７，１７’）の加熱された冷却空気、あるいは前記一次ドライブ（５，５’）の排気ガ
スによって作動される、ことを特徴とする請求項１５に記載の建設機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前文に従った建設機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　実際上、この種の建設機械は、温度依存の粘性を持った混合原料、例えばアスファルト
の処理及び／又は輸送のために、路面仕上げ機又はフィーダの形で知られている。それら
は、層の敷設のため、あるいは他の舗装された道の建設のための道路建設で使用される。
それら処理される材料はまだ熱く、舗装されるべき表面上で分配されて圧縮される。舗装
材の温度および舗装材内部の均一な温度分布が舗装結果の品質に決定的な役割を果たして
いる。下記に述べられた先行技術は異なる方法、および建設機械の異なる場所に希望のレ
ベルで材料の温度を維持し、かつ温度分布を均質にしておく方法をそれぞれ開示する。
【０００３】
　共に本出願人の名義の文献ＤＥ ２ １４０ ０５８ Ａ及びＤＥ７ １２７ ６０５ Ｕは
、それぞれが横分配スクリューの領域に材料を案内するために設けられているスクレーパ
プレートを開示している。このプレートは加熱可能に構成されている。
【０００４】
　ＤＥ ２ ３１２ １８８ Ａは、路面仕上げ機の前側側面から後側面へ材料を輸送する、
加熱可能なスクリューコンベヤを含むマスチックアスファルト路面仕上げ機を開示してい
る。これらのスクリューコンベヤは加熱可能なトラフ（troughs）に囲まれる。
【０００５】
　路面仕上げ機の他の加熱可能な材料コンベヤシステム、及び加熱装置を含む材料コンベ
ヤシステムは、本出願人の名義のＤＥ１９８ ０９ ４３５ Ａ１及びＤＥ２０ ２０１０ 
００５１２５ Ｕ１から知られている。ＤＥ ２ ２１９ ５６９ Ａは、加熱可能なチュー
ブ内に配置されたスクリューコンベヤを含んで構成される路面仕上げ機を示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、舗装材のより均一な温度分布が達成されるように上述のタイプの建設機械を
改善することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的は請求項１の特徴を備えた建設機械によって解決される。
　有利なさらなる展開は従属請求項に記載されている。
【０００８】
　温度依存の粘性を有する材料の処理及び／又は輸送のための、本発明に係る建設機械は
、路面仕上げ機またはフィーダである。同建設機械は、材料庫、オペレータの運転台、一
次ドライブだけでなく推進要素と下部走行体が設けられた機械フレームを備えている。本
発明による建設機械は、材料を輸送するように構成されるコンベヤシステムであって、前
記コンベヤシステムは少なくとも１つのスクリューコンベヤを含み、少なくとも１つのス
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クリューコンベヤは少なくとも１つの軸受構造によって支持される。本発明の建設機械は
、軸受構造自身が少なくとも１つの発熱体によって加熱可能であることを特徴とする。軸
受構造は回転自在に機械フレーム上のスクリューコンベヤを支持するように構成される。
好ましくは、軸受構造は回転自在にその重心軸または回転軸上のスクリューコンベヤを支
持するように構成される。これは、スクリューコンベヤのコアシャフト上に、例えば、ス
クリューコンベヤに設けられている適切な軸受部によって実現されてもよい。特に好まし
いのはピボット軸受、例えば転がり軸受または摩擦軸受の使用であり、それぞれブッシュ
を滑らせる。前述のものは、摩擦を低減することができ、使用に耐える。軸受構造は、例
えばスクリューコンベヤがその回転軸の領域で回転可能にマウントされる軸受台である。
【０００９】
　本発明は、舗装材料が軸受構造と接触する時にさえ、温度と温度分布の均一性が悪影響
を受けないという利点がある。軸受構造を加熱可能なのは、冷却されて建設機械が掃除さ
れる場合、付着材料が加熱されてより容易に除去することができるという長所を持つ。加
えて、本発明に係る構成は、スクリューコンベヤの動作開始前に、軸受構造を一種の予熱
することを可能にする。こうして、軸受構造に固着してスクリューコンベヤの回転を妨害
する残りの冷却された材料は軟化し、これによってスクリューコンベヤの起動トルクを低
減する。冷却が少ないことにより摩擦を低減し、したがって、固形物の残留物もまた摩耗
を少なくする。
【００１０】
　発熱体が軸受構造の中に一体化することは考えられる。例えば、軸受構造と一緒に一体
化することができる。例えば、発熱体は軸受構造の中に封入されることが考えられる。こ
の場合、発熱体は外部に露出されるか、あるいは軸受構造によって覆われてもよい。
【００１１】
　一変形例では、発熱体は、軸受構造内部の中空空間に配置することができる。この構成
は、破損、ダスト、湿気あるいは他の悪影響を及ぼす要因から軸受構造が発熱体を保護す
るという長所を持つ。この場合には、軸受構造は、管状又は他の中空の半製品から作られ
ているので、中空空間は、既に、例えば軸受構造内に存在する可能性がある。また、中空
空間が発熱体を収容するために専用に設けられていることが可能である。
【００１２】
　別の有利な変形例において、発熱体は軸受構造の外側に設けても良い。これは、不良発
熱体を交換するのがより簡単になる可能性があるという利点を有する。一般に、軸受構造
の外側に取り付けられている発熱体は、メンテナンスや修理作業を行うことが容易である
。この目的のために、発熱体が取り外し可能な接続によって軸受構造の外側に固定される
場合、それは利点であり得る。この接続は、例えば、ねじによる接続、噛み合わせによる
接続（form-closed connection）あるいはプラグ接続になり得る。さらに、永久的な接続
、例えば材料を噛み合わせた接続（material-closed connection）、溶接接続、粘着性の
接続を提供することは可能である。
【００１３】
　保護部材が発熱体を保護するために設けられている場合は特に有利である。同様に好ま
しくは、例えば取り外し可能な方法で軸受け構造に固定することができる。これにより、
軸受構造の外側に露出し、あるいはその外側に配置され、少なくとも衝撃や打撃などの機
械的影響から、または舗装材の付着から発熱体を保護することができる。保護部材の取り
外し可能な実施形態は、更にメンテナンス、修理及び交換作業を容易にする。保護部材は
、この場合には、取り外し可能な接続によって直接固定されてもよい。しかしながら、保
護部材が取り外し可能な方法で固定される取付部材を永久的に取り付けることも考えられ
る。この場合、保護部材は、軸受構造自体に固定してもよいし、建設機械の任意の他の適
切な構造、例えば機械フレームに固定してもさしつかえない。
【００１４】
　軸受構造は、例えばスクリューコンベヤの中央軸受台及び／又は外側軸受台であっても
良い。スクリューコンベヤには、例えば路面仕上げ機のスクリードの前の進行方向に対し
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て横方向に舗装材料を分配する横送りオーガを用いることができる。中央軸受台は、路面
仕上げ機の中央に設けられている。外側軸受台は、スクリューコンベヤの終端の左又は右
外側に配置してもよい。中央及び外側軸受台の両方は、機械フレーム上でスクリューコン
ベヤを回転自在に支持するように構成されている。
【００１５】
　各々が少なくとも１つの発熱体を持っている幾つかの軸受構造であって、少なくとも１
つの発熱体は軸受構造の内部に配置され、及び／又は少なくとも１つの発熱体はそれが設
けられる軸受構造の外部に配置されることが考えられる。このように、各軸受構造の内部
と各軸受構造の外部に任意の組み合わせで発熱体を設けることが可能である。１つの中央
軸受構造と２つの外側軸受構造を含む例において、例えば、発熱体はそれぞれの外側軸受
構造上、それぞれの外側軸受構造の外部上に設けても良く、また中央軸受構造の発熱体は
軸受構造の内部に設けても良い。しかしながら、他の任意の適切な組み合わせも同様に考
えられる。
【００１６】
　１つの実施形態では、全ての発熱体は、それぞれの軸受構造の内部に配置されてもよい
。あるいは、全ての発熱体はそれぞれの軸受構造の外部に配置されてもよい。
【００１７】
　発熱体の加熱能力を可変調整可能であることが特に好ましい。こうして、各々が異なる
処理温度を持っている異なる舗装材料に対して加熱能力を調節することができる。また、
周囲温度の変動に対する調整が可能である。加えて、異なる処理速度が異なる温度を必要
とすることが考えられる。
【００１８】
　別の有利な実施形態では、発熱体の加熱能力を自動的に制御することができる。これは
、本発明による建設機械の運転快適性を著しく増大させる。
【００１９】
　幾つかの入力変動は、発熱体の加熱能力を制御するための根拠と考えられる。有利な実
施形態では、制御は希望温度値に基づく。しかしながら、さらに、それは事前に定義され
た熱量を使用することも可能である。前記値を制御するために用いられる提供された値は
、例えば、本発明に係る建設機械が路面仕上げ機である場合、他の影響を及ぼす要因、例
えば周囲温度、混合材料の温度、軸受けのために使用された材料の熱伝導率、舗装する速
度あるいはスクリードの有効幅に依存してもよい。
【００２０】
　建設機械の他の集合体から独立して発熱体を操作することができれば有利である。建設
機械の全ての集合体から独立して発熱体を操作することができることは考えられる。これ
らの集合体は、例えば建設機械、建設機械のコンベヤシステム、冷却系装置及び建設機械
の他の構成部分の一次ドライブであっても良い。また、発熱体は、例えばコンベヤシステ
ムのみ独立した建設機械の選択された集合体と無関係に、しかし従属的に建設機械の一次
ドライブで操作することができる。このように、異なる機能は、例えば上記に言及された
洗浄機能あるいは予熱機能として実現するのがより簡単である。
【００２１】
　発熱体が一種の基質物質の内部に封入されることは考えられる。この場合、金属、セラ
ミックス、ガラス、カーボンファイバーあるいはプラスチック材料を使用しても良い。こ
れらの材料の適切な組み合わせ、あるいはこれらの材料の複合材料も同様に可能である。
【００２２】
　電気エネルギーを使用して、発熱体を作動することができることは考えられる。そのよ
うな電気的な発熱体は、既に他の設置位置において、例えば路面仕上げ機の中に一般に使
用される。その加熱能力は調節が容易であり、また、その接続は単純なケーブルによって
行われてもよい。
【００２３】
　電気的な発熱体が使用される場合、異なる動作方法が考えられる。発熱体は、例えば抵
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抗発熱素子、誘導発熱素子あるいは赤外線放射器を含むことが可能である。電気発熱体の
異なるタイプは、異なる利点を有する。例えば、赤外線放射器が指向性の熱伝達を可能に
しつつ、抵抗発熱素子を実現するのが特に容易である。
【００２４】
　別の変形例では、他の様々な発熱体、例えば燃料の燃焼によって稼働される発熱体が考
えられる。
【００２５】
　この場合、複数の燃料、例えばメタン、アセチレン、プロパン、ブタンあるいは水素な
どの異なる燃焼ガスが考慮に入る。また、例えばガソリンまたはディーゼル油の液体燃料
が使用可能である。燃料は、具体的には、少なくとも１つの発熱体を作動する目的で運ば
れた燃料と一次ドライブを作動するために使うのと同じ燃料である場合がある。換言すれ
ば、燃料は、発熱体を動作させるためと、一次ドライブを動作させるための両方に使用可
能であってもよい。
【００２６】
　別の変形例では、発熱体は、例えば一次ドライブの加熱された冷却空気、または一次ド
ライブの排気ガスにより作動することができるホットエア送風機を含んでもよい。
【００２７】
　発熱体が軸受構造領域の硬化された材料を柔らかくするように作動する洗浄モードを含
んでいる場合、それは特に有利であり、こうしてより容易な洗浄を可能にする。そのよう
な洗浄モードは、例えば、一定時間内に可能な限り高い加熱能力を供給する発熱体で構成
することができる。
【００２８】
　建設機械に設けられた操縦装置から発熱体を調整することができれば、それは有利であ
り得る。この操縦装置は、例えばオペレータの運転台の領域における集中型操作盤であっ
てもよい。例えば、いわゆる外部制御ステーションも考えられ、それは例えば路面仕上げ
機の舗装スクリードの外端に固定される。この場合、発熱体の加熱能力を直接可変調整す
ることが考えられる。別の変形例では、自動制御のための所望の温度値は、操縦装置を用
いてオペレータによって事前に定義されてもよい。
【００２９】
　本発明の有利な実施形態について図面を用いて以下詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】建設機械の背面側から見た斜視図であり、この例では路面仕上げ機を示し、明瞭
化のために、搭載されたスクリードは表示しない。
【図２】図１の建設機械におけるコンベヤシステムを拡大して背面側から見た斜視図を示
し、建設機械の後側面の図である。
【図３】図１のコンベヤシステムの斜視図を示し、建設機械の走行方向と反対の方向から
見たものである。
【図４】図３の材料搬送システムと同様な図を示し、図示の発熱体は、別の例示的な実施
形態に従って示されている。
【図５】図２の材料搬送システムと同様な図を示し、図示の発熱体は第３実施形態に従っ
て示されている。
【図６】建設機械の側面図を示し、この例ではフィーダであり、この視線における他の部
品の背後に隠された構成部品が破線で示されている
【図７】図６のフィーダの平面図であり、明瞭のために、オペレータの運転台、下部走行
体および機械フレームはこの図の中に示されず、発熱体は本発明の別の典型的な実施形態
に従って示されている。
【図８】図７と同様であるが、本発明の別の典型的な実施形態に係る発熱体を備えており
、明瞭さのために構成部品のみが図７とは異なる参考番号が付されている。
【発明を実施するための形態】
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【００３１】
　図１は、建設機械１を示し、この場合は機械フレーム２を備える路面仕上げ機を示して
いる。材料庫３、オペレータの運転台４、一次ドライブ５及び推進要素７を有する下部走
行体６は、機械フレーム２に設けられている。一次ドライブ５は、少なくとも下部走行体
６を駆動するために設けられている。同様に、建設機械１の他の集合体用エネルギーの適
した種類、例えば油圧駆動システム用の油圧、あるいは電気的作動システム用の電圧を提
供してもよい。一次ドライブ５は、冷却系装置１７（それはベンチレーションスロット８
の背後の機械室の中に同様に配置されている）に新鮮な空気を供給するように構成された
ベンチレーションスロット８の背後の機械ハウジングに収容されている。
【００３２】
　材料庫３は、ストックされている後続の舗道を作る材料９を受け取る役目をする。この
目的のために、建設機械１の進行方向を基準にしてコンベヤシステム１０によって横に分
配される場合、材料９は建設機械１の後側面にオペレータの運転台４の下に縦の搬送シス
テム（図示せず）によって伝えられる。実施形態では、２つのスクリューコンベヤ１１を
含むコンベヤシステム１０を示している。これらのスクリューコンベヤ１１は、軸受構造
１２及び適用可能であれば他の構成要素１３を介して機械フレーム２に回転自在にマウン
トされる。実施形態では、２つの外側軸受台１２ａと中央軸受台１２ｂが軸受構造として
使用される。しかしながら、本発明によれば、コンベヤシステム１０の構成に応じて、軸
受構造１２の異なる数及びタイプが使用されてもよい。
【００３３】
　図２は、コンベヤシステム１０の拡大図を示す。構成要素１３によって機械フレーム２
に接続される軸受構造１２を示す。実施形態では４つの発熱体１４が設けられ、外側軸受
台１２ａにそれぞれ１つずつと中央軸受台１２ｂに２つ設けられている。本実施形態では
、発熱体１４は軸受構造１２の内部に設けられている。このように、それらは汚れ、湿気
、衝突や打撃、並びに高すぎるまたは低すぎる温度などの外部の影響から保護される。破
線で例示の概略的な形態は、発熱体１４が軸受構造１２の内部に設けられていることを実
証することである。これは異なる方法で実現することができる。発熱体１４は、軸受構造
１２の壁部材に一体化されてもよい。あるいは、それらは軸受構造１２の内部の中空空間
１８内に設けてもよい。
【００３４】
　説明されるように、配置の異なる形態が可能である。例えば、図２の右側の外側軸受台
１２ａでは、発熱体１４は直線的に配置される。図２の左の外側軸受台１２ａでは、発熱
体１４は螺旋状に配置されている。中央軸受台１２ｂは、発熱体１４は最初に直線的に配
置され、一端が弧形であり、その結果、形状はラテン文字のＪに似ている。しかしながら
、他の適切な形状もまた考えられる。実施形態では、発熱体１４は電気エネルギーで動作
可能であり、図示されている接続リード１５で例証される。しかしながら、発熱体の他の
タイプ、例えば前述のガスバーナーまたは液体バーナー、例えば操作することができるホ
ットエア送風機、一次ドライブ５の加熱した冷却空気あるいはその排気ガスで同じように
提供されてもよい。これらの変形の可能性はまた、発熱体１４の配置が変更されている、
後述する例示的な実施形態に適用される。
【００３５】
　図３は、初めに図２とは逆方向から見たコンベヤシステム１０を示す。スクリューコン
ベア１１、軸受構造１２及びこの軸受構造１２の中に設けられた発熱体１４を備えるコン
ベヤシステム１０の構成は、変更されていない。
【００３６】
　図４は、中央軸受台１２ｂ上の発熱体１４の配置例の第２の実施形態を示す。発熱体１
４は、この実施形態では、中央軸受台１２ｂの外部上に配置される。外側の構成は、発熱
体１４は中央軸受台１２を有する中央の壁に一体化されているが、外部に露出されること
を示唆することができる。それはちょうど、発熱体１４が、取り外し可能な又は永久的な
接続を用い、例えば中央軸受台１２ｂの外部上に設けられていることを意味してもよい。
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図４に示す実施形態では、保護部材１６が設けられている。これは、外部に露出されたか
、中央軸受台１２ｂの外部上で提供される発熱体１４が、それぞれ少なくとも衝突や打撃
などの機械的な影響から保護されるという利点を有する。また、舗装材９の付着はこの保
護部材１６によって防止される。発熱体１４は、保護部材１６のデザインにより例えば密
閉することによって、湿気や埃などから保護することができる。図４に示す実施形態では
、保護部材１６は取り外し可能なねじ込み式の接続方式によって中央軸受台１２ｂ自体に
固定される。さらに、永久接続、例えば溶接するか粘着性の接続を用いることは可能であ
る。しかしながら、さらに、それは分離可能か永久接続による路面仕上げ機の他の適切な
構造物に保護部材１６を固定することも可能である。
【００３７】
　図５は、図４の実施形態に類似する実施形態を示している。見る方向は、図４のそれと
逆である。この場合、発熱体１４は、外側軸受台１２ａの一方の外側に取り付けられてい
る。図４中の中央軸受台１２ｂの外部の発熱体のように、本実施形態の発熱体１４も、外
側軸受台１２ａの外壁と一体化するか、あるいは外側軸受台１２ａの外壁への分離可能か
永久接続によって固定することができる。図５に説明された実施形態の発熱体１４も、保
護部材１６によって保護される。機能性および変形可能性は、図４の実施形態中に示され
る保護部材１６に相当する。
【００３８】
　図６は、本発明に係る別の建設機械を示し、この場合、フィーダ１’の側面図を示して
いる。フィーダ１’は、材料庫３’、オペレータの運転台４’、一次ドライブ５’と推進
要素７’を有する下部走行体６’が設けられた機械フレーム２’を含んで構成される。一
次ドライブ５’は、少なくとも下部走行体６’を駆動するために設けられている。最初に
述べた実施形態のように、一次ドライブ５’は、フィーダ１’の他の集合体用エネルギー
、例えば油圧駆動システム用の油圧、または電気的駆動システム用の電圧の適切な形式を
提供してもよい。
【００３９】
　材料庫３’は、ストックされている後続の舗道を作る材料９’を受け取る役目をする。
このために、材料９’は、縦搬送システム１９を介して、例えば最初に述べた実施形態に
係る路面仕上げ機の材料庫３中の運転台４’の後ろに搬送される。４つのスクリューコン
ベヤ１１’が材料庫３’内に配置されている。この実施形態では、それらは、縦搬送シス
テム１９に向かって、材料庫３’の縁部領域から材料９’を搬送するのに役立つ。
【００４０】
　スクリューコンベヤ１１’は、材料庫３’の中に設ける必要はない。むしろ、スクリュ
ーコンベヤ１１’がフィーダ１’の任意の位置、例えば縦搬送システム１９の一部、ある
いはスクリューコンベヤ１１’としてそれは特に材料９’の良好な混合のために提供され
て配置され、材料庫３’と縦搬送システム１９の間に設けられることが考えられる。スク
リューコンベヤ１１’のない材料庫３’は、また考えられる。
【００４１】
　スクリューコンベヤ１１’は、軸受構造１２’によってフィーダ１’に回転自在にマウ
ントされる。図示の実施形態では、軸受構造１２’は、各材料庫３’のそれぞれの壁に接
続されている。さらに、それらは機械フレーム２’あるいはフィーダ１’の他の構造物に
直接固定されてもよい。
【００４２】
　図７は、スクリューコンベヤ１１’を有するフィーダ１’の搬送システム１０’を示す
。図７に示す実施形態では、発熱体１４’，１４”が軸受構造１２’の中空空間１８’の
内部に配置されている。この実施形態では、発熱体は、例えば燃料作動発熱体１４’及び
／又はホットエア送風機１４”として構成されており、概略的に図示されている。しかし
ながら、さらに、発熱体のこれらの動作モードは、建設機械１が路面仕上げ機である上記
の典型的な実施形態と組み合わせることも考えられる。軸受構造１２’及び発熱体１４’
，１４”の両方が単に概略的に示されている。それらは軸受構造１２’の内部に取り付け
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に、それらが一体的に構成されてもよいことを意味する。
【００４３】
　図８は、本発明の別の典型的な実施形態に係る図７の考え方を説明する。図８では、単
に、それらの構成部分は、図７に説明される実施形態と比較して、その構成が変更された
参照符号で示されている。これは、ここでは、軸受構造１２の外側に設けられている発熱
体１４’，１４”に特に関係する。図８の右側の発熱体１４’，１４”は、保護部材１６
’によってさらに保護される。保護部材１６’は、この場合には、材料庫３’の壁に取り
付けられている。さらに、それらはフィーダ１’の任意の適切な部品へ固定されてもよい
。
【００４４】
　路面仕上げ機１を説明する実施形態に述べられていた可能な変形例は、フィーダ１’に
示す実施形態に同様に当てはまる。路面仕上げ機１の実施形態に関連して述べた操作モー
ドとエネルギー源も、フィーダ１’の発熱体１４’，１４”に適用することができる。
【００４５】
　説明された実施形態は、単に可能な組み合わせの選択を表しただけである。軸受構造１
２，１２’が任意の数で、発熱体１４，１４’，１４”も任意の数にすることができる。
設けられた軸受構造１２，１２’の全てに発熱体１４，１４’，１４”を設ける必要はな
い。軸受構造１２，１２’が加熱される場合、これは発熱体１４，１４’，１４”の任意
の数で達成することができる。発熱体１４，１４’，１４”の設計も任意に組み合わせる
ことができる。例えば、コンベヤシステム１０，１０’の１つ以上の軸受構造１２，１２
’に螺旋状の発熱体１４，１４’，１４”を挿入し、同コンベヤシステム１０，１０’の
他の軸受構造１２，１２’に線形の発熱体１４，１４’，１４”を挿入することが可能で
ある。また、発熱体１４，１４’，１４”を一体化した軸受構造１２，１２’と発熱体１
４，１４’，１４”が一体化されていない軸受構造１２，１２’の組み合わせ、及び／又
は軸受構造１２，１２’の内部に設けられた発熱体１４，１４’，１４”の組み合わせ、
又は内側に露出された発熱体１４，１４’，１４”それぞれと、別の軸受構造１２，１２
’の外側に設けられている発熱体１４，１４’，１４”又は外側に露出された発熱体１４
，１４’，１４”それぞれを組み合わせることは可能である。さらに、要望されるように
、その固定式及び／又は固定場所と同様に、幾つかの軸受構造１２，１２’に保護部材１
６，１６’を設けるか設けないかは組み合わされてもよい。例えば、２つの外側軸受台１
２ａ及び１つの中央軸受台１２ｂがあるコンベヤシステム１０は、中央軸受台１２ｂの上
に設けられた発熱体上に保護部材１６を持っていないが、外側軸受台１２ａおよび別の外
側軸受台１２ａ上の永久固定の保護部材１６のうちの１つの上に移動できるように固定式
の保護部材１６を持っていることが可能である。
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